福祉車両を利用される方へ
＜利用することができる方＞

〇山県市在住で移動に車いすを使用されている方
（車いすの使用は、常時でなくても結構です。）
＜利用方法＞　

○事前に電話にてご予約ください。（☏0581-23-1211）
〇予約は３ヶ月前から受け付けます。
○利用する当日に登録証と運転免許証を提示してください。

　（運転免許証はコピーを取らせていただきます。）
＜貸出場所及び時間＞　
	貸出場所
	貸出・返却手続き時間
	日をまたいだ貸出

	山県市社会福祉協議会
山県市東深瀬696-1
☎0581-23-1211
	平日
午前８時３０分～
午後５時３０分
	４日間（休日が連続する場合はそれに含みません）

	デイサービスセンターふれあい
山県市高木933　
☎0581-23-2030
	平日及び土曜日
午前９時３０分～
午後３時３０分
	日をまたいだ貸出は行いません。

	デイサービスセンターやすらぎ
山県市岩佐1177-1
☎0581-52-2800
	
	


○年末年始（12月29日～1月3日）の貸出は行ないません。
＜運転者＞

〇車いすを使用している方のご家族で、普通自動車免許証取得後３年以上の運転経験のある方。（運転をする方はあらかじめ登録しておく必要があります。）
※山県市外在住でも可
※家族以外の方でもお貸しできる場合もありますので、詳細についてはお問合せください。
＜利用料金＞　１㎞あたり２０円　（返却時にお支払ください）
　　　　　　　※おつりのないようにお願いします。
＜登録について＞　

〇ご登録は、年度ごとになります。年度が変わり、初めてご使用になる場合は、再び登録を行なってください。

☆福祉車両利用の際に何かお気づきの点がございましたら、本会までご連絡ください。
山県市社会福祉協議会　（山県市東深瀬696-1　☏0581-23-1211）
